
【問い合わせ先】

青森市福祉部子育て支援課

〒030-0801 青森市新町1丁目3番7号 青森市役所 駅前庁舎3階

TEL：017-734-5320 FAX：017-763-5678

青森市ホームページ： http://www.city.aomori.aomori.jp/

（青森市子どもの権利条例は、青森市のホームページでも見ることができます。）

（小学５年生～中学生版）



「青森市子どもの権利条例」の大事な考え方は？

★「子どもの最善の利益」を優先します！

子どもに関係のあることを行うときには、子どもにとって今もっとも良いこと

は何かを第一に考えます。

★子ども一人一人が権利の主人公です！

子どもは、大人に守られるだけの存在ではなく、自分の意見を言ったり、自分

の権利を認めてもらうことができます。

★成長に合った、さまざまな支援が受けられます！

子どもは、一人一人の年齢や学年、発達の段階に応じた支援を受けることがで

きます。

★ほかの人の権利も大切です！

子どもは、自分の権利が大切にされるのと同じように、ほかの人の権利を大切

にしなければなりません。

★子どもの権利を大切にするのは大人の役割です！

親や学校の先生、地域の人など、すべての大人は、子どもの権利を大切にしな

ければなりません。

条例では、次のような考え方にもとづいて、子どもの権利を

大切にすることを約束しています。

自分と同じように、

相手にも権利がある

ことを忘れちゃいけ

ないんだね。

相手を思いやる気持ち
が大切だよ！！

すべての子どもは、生まれたときから、しあわせに生

きるための権利を持っているよ。子どもたちが、健や

かに成長できるように、「青森市子どもの権利条例」

では、子どもにとって大切な権利を次のように定めて

いるよ！

いま、不安だ、悲しい、苦しいと
感じているとしたら、
安心して生きる権利が
守られているとは言えません！

自分の気持ちや考えを
なかなか言えない…

自由な時間がない…


